
1 

 

平成２７年度 指定管理者制度外部評価 

 

１ 施設名称等 

施 設 名 称 鯖江市文化センター 

指 定 管 理 者 特定非営利活動法人 Comfortさばえ 

所 管 部 署 教育委員会 文化課 

 

２ 総評 

 

指定管理者の長年にわたる経験と実績により、全体的に指定管理者制度の趣旨がほ

ぼ達成され、管理運営は概ね良好である。しかしながら、自主事業についてはマンネ

リ化がみられるため、外部の有識者による委員会等の設置が望まれる。また、施設の

老朽化が進むなか、利用者の安心安全を確保するため、なお一層の配意を図ること。 
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３ 評価結果一覧 

 

評価項目 
指定管理者 

自己評価結果 

第三者評価機関 

評価結果 

第１ 総則   

 

1 
施設の設置目的に基づく

基本方針 

施設の設置目的に基づいた管理運営上の基本方針が

あり、職員が理解しているか。 
Ａ B 

2 施設目的の達成度 
施設の管理運営を通して、施設の設置目的を達成して

いるか。 
Ａ B 

3 
職員の勤務実績、配置状
況 

管理職を含む常勤職員および非常勤職員の勤務実績、
配置状況は適切か。 

Ａ A 

4 職員のマナー 利用者に対する職員の接客マナーは適切か。 Ａ B 

5 開館の実績 仕様書または事業計画書のとおりに開館しているか。 Ａ A 

第２ 施設・設備の維持管理   

 

1 建物・設備の保守点検 
建物・設備が適切に管理し、安全性の確保および良好
な機能の保持を行っているか。 

Ａ B 

2 備品の管理 施設の備品を適切に管理しているか。 Ａ A 

3 清掃業務 
利用者が快適に利用できるよう、清掃が行き届いてい

るか。 
Ａ A 

4 警備業務 安全、安心な環境を確保しているか。 Ａ B 

5 
ごみ排出量の抑制への取
組み 

ごみ排出量の抑制に向けた取組みを行っているか。 Ａ A 

第３ 運営およびサービスの質の向上   

 

1 利用実績の把握等 
施設の稼働率および利用実績の推移について、把握お
よび分析しているか。 

Ａ B 

2 
利用しやすい受付案内の

実施 
利用者が利用しやすい受付案内を実施しているか。 Ａ B 

3 
施設の広報、施設の情報

の提供 

すべての利用者が等しく施設の情報を得ることがで

きるよう、適切な情報の提供を行っているか。 
Ａ B 

4 サービス水準の確保 
個々のサービスについて、対応職員によって差が生じ
ないよう、施設のサービス水準を確保するための取組

みを行っているか。 

Ａ A 

5 個人情報の保護 
個人情報の保護体制を確立し、適切な運用を行ってい

るか。 
Ａ A 

6 事故防止対策への取組み 
事故防止のための体制を確立し、事故防止策を講じて
いるか。 

Ａ B 

7 
事故発生時の対応体制の
確立 

事故発生時における対応体制を確立しているか。 Ａ C 

8 
災害発生時の対応体制の
確立 

災害発生時における対応体制を確立しているか。 Ａ B 

9 
利用者の意見・苦情を活
かす仕組みの整備 

利用者にとって意見や苦情を伝えやすい環境を整え
ているか。 

Ｂ B 

10 自主事業、独自の工夫等 

施設の設置目的を達成するため、施設を最大限に活用

するため、利用者のニーズに対応するために、独自に
工夫して取り組んでいる事業等があるか。 

Ａ B 

第４ 収支状況   

 

1 指定管理料の執行状況 指定管理料を適正に執行しているか。 Ａ A 

2 収支決算状況 
収支状況は極端な赤字になっていないか。人件費割
合、外部委託割合などは適正な値か。 

  

3 経費節減状況 経費節減のための努力を行っているか   

第５ その他   

 1 その他 
第１から第４までの項目では評価しきれなかった事

項が他にあるか。 
  

 



3 

 

４ 指摘事項報告書 兼 対応策回答書 

 

 

第三者評価機関記入欄 指定管理者記入欄 対応する 

評価項目 指摘事項（重大なもの） 
対応策 

（いつまでに、どのような方法で、解決するのか。） 

1 

自主事業等の企画・運営につい

ては、外部の有識者の意見等を取

り入れる委員会等の設置が望ま

れる。 

今年度、鑑賞委員会・市民企画委員会な

ど設置したので、各委員会で外部有識者等

の意見等を取り入れていきたい。 

第３ 

10 自主事

業、独自の

工夫等 

2 

施設の老朽化や利用者の高齢

化が進む中、施設の改善について

は、市と協議するとともに、危機

管理マニュアルを職員や貸館利

用者等に周知徹底し、万全を期す

ること。 

年々、施設の老朽化は進み改修箇所が増

えている。安全第一に考え、長期計画を立

て早期改善がされるよう市と協議する。 

会館利用者に対しても許可時にはマニュア

ルを渡し、当日にも諸注意を伝え対応した

い。 

第３ 

7 事故発生

時の対応体

制の確立 

 
指摘事項（軽微なもの） 

対応策 

（いつまでに、どのような方法で、解決するのか。） 

対応する 

評価項目 

1 

今年度は半数以上の役員の改

選もあり体制も変わったことか

ら、事務職員の業務状況を適切に

把握できるよう、意思疎通の強化

になお一層の努力をされたい。 

理事と事務局の合同会議をもちたい。 第１ 

3 職員の勤

務実績、配

置状況 

2 

利用者に危険と思われる箇所

や汚れが目立つ箇所等の修理・化

粧等については迅速に対応する

こと（トイレの悪臭・正面玄関階

段壁と立面部タイル目地部の汚

れ・床タイルの損傷）。 

床タイルなどの破損箇所は随時補修して

いるが、施設自体が古く全体的な改修が必

要。 

修理できるところは迅速に対応し、規模が

大きくなれば市との協議を行い、駐輪場の

補修・正面玄関の補修の予算を市に要求す

る。 

第２ 

1 建物・設

備の保守点

検 

3 

文化センターの事業を市民に

迅速に発信できる広報・宣伝の方

法について、ＳＮＳの活用等更な

る工夫を凝らすこと。 

広報委員会を設置しているので、今後、

広報誌、メディアを含め、新しい広報の仕

方を検討する。 

第３ 

3 施設の広

報、施設の

情報の提供 

4 

自主事業にマンネリ化を防ぐ

ため、ふるさとアーティストの育

成やステージ事業など新しい視

点にたった企画を工夫すること。 

他施設などで開催される事業等を鑑賞

し、どう活かせるか見聞を広め、今まであ

る事業はどう発展させるか、新しい事業に

はどのような主旨をもって行なうのか見極

めながら企画していきたい。 

第３ 

10 自主事

業、独自の

工夫等 

 


